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愛知学院大学大学院学則  

昭和 43年４月１日  施行  

 

第１章  総則  

第１条  本大学院は本学の目的及び使命達成のため学部における教育の基礎の上に高度

にして専門的な学術の理論及び応用を研究教授し、その深奥を究めて、文化の創造・

発展と人類の福祉に寄与し得る人材を養成することを目的とする。  

第１条の２  本大学院は、その教育研究水準の向上を図り、本大学院の目的及び社会的

使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。  

２  前項の点検、評価等に関する事項は、別に定める。  

第１条の３  本大学院は、研究科、専攻ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育

研究上の目的を定め、広く社会に公表する。  

２  前項の目的は、別に定める。  

第１条の４  本大学院における教育研究活動等の状況について、広く社会に周知を図る

ことができる方法によって、積極的に情報を提供する。  

第１条の５  本大学院は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的

な研修及び研究を実施する。  

 

第２章  研究科の組織及び修業年限  

第２条  本大学院に次の研究科を置く。  

  文学研究科     宗教学仏教学専攻    （博士課程前期・後期）  

           歴史学専攻       （博士課程前期・後期）  

           英語圏文化専攻     （博士課程前期・後期）  

           日本文化専攻      （博士課程前期・後期）  

  心身科学研究科   心理学専攻       （博士課程前期・後期）  

           健康科学専攻      （博士課程前期・後期）  

  商学研究科     商学専攻        （博士課程前期・後期）  

  経営学研究科    経営学専攻       （博士課程前期・後期）  

  経済学研究科    経済学専攻       （修士課程）  

  法学研究科     法律学専攻       （博士前期課程・後期）  

  総合政策研究科   総合政策専攻      （博士課程前期・後期）  

  歯学研究科                （博士課程）  

  薬学研究科     医療薬学専攻      （博士課程）  

２  第１項の各研究科の課程において、教育上特別の必要があると認められる場合に

は、夜間その他特定の時間または時期において授業または研究指導を行う等の適当な

方法により教育を行うことができる。  

第３条  本大学院博士課程の標準修業年限は５年とし、これを前期２年課程及び後期３

年課程に区分し、前期２年の課程は修士課程として取り扱う。歯学研究科・薬学研究
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科博士課程の標準修業年限は４年とする。  

２  本大学院における在学年限は、博士前期課程（修士課程）においては４年、博士後

期課程においては６年、歯学研究科・薬学研究科博士課程においては８年をこえて、

在学することはできない。ただし、休学期間はこれを算入しない。  

３  第１項にかかわらず、学生が修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課

程を履修すること（以下、「長期履修」という。）を申し出た場合には、その計画的

な履修を認めることができる。なお、長期履修に関し必要な事項は別に定める。  

 

第３章  専攻学科目及び履修方法  

第４条  各研究科における授業科目及び履修方法は別表（１－Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、２－

Ⅰ、Ⅱ、３・４・５・６・７・８・９）のとおりである。  

第５条  教員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、教育職員免許法及び同法施行

規則に定める学科目を履修しなければならない。  

２  授与される免許状は別表 10に定める。  

 

第４章  課程修了の認定  

第６条  本大学院文学、心身科学、商学、経営学、経済学、法学、総合政策研究科の講

義、演習、実習などの各授業科目の単位は、 45時間の学修を必要とする内容をもって

１単位とすることを原則とし、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修を

考慮して、次の基準によって計算する。  

(１ ) 講義については、 15時間の講義をもって１単位とする。  

(２ ) 演習については、 30時間の演習をもって１単位とする。ただし、授業科目の種

類によっては 15時間の演習をもって１単位とすることができる。  

(３ ) 実験・実習については、 45時間の実験・実習をもって１単位とする。ただし、

授業科目の種類によっては 30時間の実験・実習をもって１単位とすることができ

る。  

(４ ) 研究指導については、 30時間をもって１単位とする。ただし、授業科目の種類

によっては 15時間をもって１単位とすることができる。  

２  歯学研究科については、次のとおりとする。  

(１ ) 講義については、 15時間の講義をもって１単位とする。  

(２ ) 演習については、 30時間の演習をもって１単位とする。ただし、授業科目の種

類によっては 15時間の演習をもって１単位とすることができる。  

(３ ) 実習については、 45時間の実習をもって１単位とする。ただし、授業科目の種

類によっては 30時間の実習をもって１単位とすることができる。  

３  薬学研究科については、次のとおりとする。  

(１ ) 講義については、 15時間の講義をもって１単位とする。  

(２ ) 研究指導・演習については 30時間をもって１単位とする。  

４  本大学院において、正規の授業を受け、所定の科目を履修した者に対しては毎学年
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度末に学科試験を行うものとする。ただし、各研究科委員会において平常成績をもって

試験にかえることを認められた科目については、この限りでない。  

第７条  試験の方法は、各研究科委員会が定める。  

第８条  授業科目の成績評価は、ＡＡ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄで表し、ＡＡ・Ａ・Ｂ・Ｃを合

格として単位を与え、Ｄを不合格とする。  

２  前項の成績評価に関する事項は、別にこれを定める。  

第８条の２  本大学院は、教育上有益と認めるときは、他の大学院において履修した授

業科目について修得した単位を、博士前期課程（修士課程）及び博士課程においては

15単位を超えない範囲で本大学院における授業科目の履修により修得した単位として

認定することができる。  

２  本大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に大学院に

おいて履修した授業科目について修得した単位を、博士前期課程（修士課程）及び博

士課程においては 15単位を超えない範囲で本大学院における授業科目の履修により修

得した単位として認定することができる。  

３  本条第１項及び第２項の定めにより修得したものとみなし、与えることのできる単

位数は、現に在籍している大学院で修得した単位以外のものについては、合わせて 20

単位を超えないものとする。  

第８条の３  本大学院は、教育上有益と認めるときは、他の研究科又は他の専攻の授業

科目を、 10単位を超えない範囲で履修をすることができる。  

第９条  修士の学位論文は、広い視野に立った精深な学識を示し、かつ、専攻分野にお

ける研究能力、又は高度の専門性を要する職業に必要な能力を示すと判定されるもの

をもって合格とする。  

２  博士の学位論文は、専攻分野において新知見を提示し、かつ、研究者としての自立

した研究活動、又はその他の著しく高度な専門的業務に従事しうる能力及びその基礎

となる豊かな学識を示すと判定されるものをもって合格とする。  

第 10条  学位論文は審査と試問の２段階に分けて総合的に判定する。  

第 11条  博士課程前期課程（修士課程）  

学位論文の審査は、本大学院の演習担当資格を有する研究科教員を主査とし、副査

は、２名以上の関連科目の担当教員を加えて行う。  

２  博士後期課程（博士課程）  

学位論文の審査は、本大学院の研究指導担当資格を有する研究科教員を主査とし、

副査は、２名以上の関連科目の担当教員を加えて行う。  

３  試問は第１項第２項の審査員がそれぞれ共同して行う。審査員は当該研究科委員会

が定める。  

 

第５章  学位及びその授与  

第 12条  学位は修士及び博士とする。  

２  本大学院において授与する学位は、次のとおりとする。  
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  文学研究科     修士（文学）     博士（文学）  

  心身科学研究科   修士（心理学）    博士（心理学）  

           修士（健康科学）   博士（健康科学）  

  商学研究科     修士（商学）     博士（商学）  

  経営学研究科    修士（経営学）    博士（経営学）  

  経済学研究科    修士（経済学）  

  法学研究科     修士（法学）     博士（法学）  

  総合政策研究科   修士（総合政策）   博士（総合政策）  

  歯学研究科     博士（歯学）  

薬学研究科     博士（薬学）  

第 13条  修士の学位は、本大学院博士前期課程（修士課程）に２年以上在学して、第４

条に定める文学研究科 36単位以上、心身科学研究科心理学専攻 36単位以上・健康科学

専攻 34単位以上、商学・経営学・経済学・法学研究科 32単位以上、総合政策研究科 34

単位以上を修得し、かつ、学位論文の作成等に対する研究指導を受けた上、学位論文

の審査に合格した者に与える。ただし、在学期間に関しては、優れた業績をあげた者

については、１年以上在学すれば足りるものとする。  

２  目的に応じ適当と認められるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をも

って学位論文の審査に代えることができる。  

３  博士（文学・心理学・健康科学・商学・経営学・法学・総合政策）の学位は、本大

学院に５年〔修士課程（博士前期課程）を修了した者にあっては当該課程における２

年の在学期間を含む。〕以上在学して、第４条に定める文学研究科は博士前期課程で

36単位以上、博士後期課程で 16単位以上、心身科学研究科心理学専攻は博士前期課程

で 36単位以上、博士後期課程で 16単位以上、心身科学研究科健康科学専攻は博士前期

課程で34単位以上、博士後期課程で 22単位、商学研究科は博士前期課程で 32単位以

上、博士後期課程で 16単位以上、経営学研究科は博士前期課程で 32単位以上、博士後

期課程で 16単位以上、法学研究科は博士前期課程で 32単位以上、博士後期課程で 16単

位以上、総合政策研究科は博士前期課程で 34単位以上、博士後期課程で 16単位以上を

修得し、かつ、学位論文の作成等に対する指導を受けた上、専攻分野における学位論

文を提出して、その審査に合格し、かつ、最終試験に合格した者に与える。ただし、

在学期間に関しては優れた研究業績をあげた者については、大学院に３年〔修士課程

（博士前期課程）を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含

む。〕以上在学すれば足りるものとする。  

４  博士（歯学・薬学）の学位は、本大学院歯学研究科・薬学研究科に４年以上在学し

て、第４条に定める 30単位以上を修得し、専攻分野における学位論文を提出して、そ

の審査に合格し、かつ、最終試験に合格した者に与える。ただし、優れた研究業績を

上げた者については、３年以上在学すれば足りるものとする。  

 

第６章  入学、転学、退学、休学、復学、再入学、除籍及び懲戒  
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第 14条  入学期は学年の始めとする。  

第 15条  本大学院の博士前期課程（修士課程）に入学することができる者は、次の各号

のいずれかに該当する者とする。  

(１ ) 大学を卒業した者  

(２ ) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者  

(３ ) 外国において学校教育における 16年の課程を修了した者  

(４ ) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することに

より当該外国の学校教育における 16年の課程を修了した者  

(５ ) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育におけ

る 16年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学

校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定す

るものの当該過程を修了した者  

(６ ) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況につい

て、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこ

れに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業

年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育におけ

る授業科目を我が国において履修することにより当該過程を修了すること及び当該

外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けた

ものにおいて課程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を

授与された者  

(７ ) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が

定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学

大臣が定める日以後に修了した者  

(８ ) 文部科学大臣の指定した者  

(９ ) 大学に３年以上在学し、本大学院において所定の単位を優れた成績をもって修

得したものと認めた者  

(10) 大学院に入学した者であって、本大学院における教育を受けるにふさわしい学

力があると認めたもの  

(11) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者で、 22歳に達したもの  

２  本大学院の博士後期課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。  

(１ ) 修士の学位又は専門職学位を有する者  

(２ ) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者  

(３ ) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の

学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者  

(４ ) 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育

制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するもの
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の当該過程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者  

(５ ) 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者  

(６ ) 外国の学校、第４号に規定する教育施設又は特定の課題についての研究の成果

の審査及び試験に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力

があるものと認められた者  

(７ ) 文部科学大臣が指定した者  

(８ ) 本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を

有する者と同等以上の学力があると認めた者で、 24歳に達したもの  

３  本大学院の博士課程に入学することができる者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。  

(１ ) 大学の医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する課程（修業年限６年）を卒業し

た者  

(２ ) 外国において、学校教育における 18年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬学

又は獣医学）を修了した者  

(３ ) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、当該外

国の学校教育における 18年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学）を

修了した者  

(４ ) 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育におけ

る 18年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学）を修了したとされるも

のに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた

教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該過程を修了した者  

(５ ) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況につい

て、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこ

れに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）において、修業

年限が５年以上である課程（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する過程に限

る。）を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国

において履修することにより当該過程を修了すること及び当該外国の学校教育制度

において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を

修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者  

(６ ) 文部科学大臣の指定した者  

(７ ) 大学院に入学した者であって、本大学院における教育を受けるにふさわしい学

力があると認めたもの  

(８ ) 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者で、 24歳に達したもの  

第 16条  本大学院の入学志願者は、入学検定料を納付の上、所定の書類を期日までに提

出しなければならない。  

２  既納の入学検定料は、いかなる理由があってもこれを返還しない。  

３  入学検定料については、別にこれを定める。  



7 

 

第 17条  入学試験は、別に定めるところにより選考する。  

 

２  第15条第１項から第３項までの入学志願者につき、選考のうえ合格者を定める。  

第 18条  合格者は、所定の期日までに別に定める入学金、授業料等を納め、保証人連署

の在学誓書、その他所定の書類を提出しなければならない。  

第 19条  保証人に関する事項は、別にこれを定める。  

第 20条  （削除）  

第 21条  （削除）  

第 22条  学生が疾病又はその他の事由により退学しようとするときは、理由を付し保証

人連署を以って学長へ願い出て、その許可を受けなければならない。  

２  退学に関する事項は、別にこれを定める。  

第 22条の２  次の各号のいずれかに該当する者は除籍とする。  

(１ ) 学納金の納入を怠り、督促を受けてもなおこれを納入しない者  

(２ ) 学納金納入期間を過ぎて、退学を願い出た際、学納金の納入がなされてない者  

(３ ) 第 27条に定める休学期間を超えてなお復学しない者  

(４ ) 第３条第２項に定める在学年限を超えた者  

(５ ) 死亡又は長期にわたって行方不明の者  

第 23条  他の大学院の学生が所属の研究科長の承諾書を添えて本大学院に転学を志願し

たときは、学年の始めに限り選考の上、学長はこれを許可することができる。  

第 24条  本大学院の学生で他の大学院に転学を志願する者は、事情によって許可するこ

とがある。  

第 25条  学生が疾病又はその他やむを得ない事由によって、３ヶ月以上修学することが

できない場合は、保証人連署を以って所定の期間内に願い出て、学長の許可を得て休

学することができる。  

２  休学は同一年次において１年以内に限る。なお特別の事情がある者には、更に１年

以内の休学を許可する。  

３  休学の事由が解決したときは、遅滞なく復学を申し出て、その許可を得なければな

らない。  

４  休学の願い出は、学期毎に行うこととする。  

５  休学の手続きに関する事項は、別にこれを定める。  

第 26条  （削除）  

第 27条  通算して休学できる期間は、博士前期課程（修士課程）については２年、博士

後期課程については３年、博士課程については４年とする。  

第 28条  退学又は除籍された者が、その日から４年以内に再入学を願い出たときは選考

のうえ、退学等となった際の年次以下の学年に入学を許可することができる。  

２  再入学の取扱いに関する事項は、別にこれを定める。  

第 29条  学生が本学の定める諸規則に違反し、または学生としての本分に反する行為が

あったときは、学長は、大学院委員会の議を経て、これを懲戒する。  
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２  懲戒は、訓告、停学及び退学とする。  

３  前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して行うことができる。  

(１ ) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者  

(２ ) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者  

(３ ) 正当な理由がなく出席常でない者  

(４ ) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者  

４  懲戒に関する事項は、別にこれを定める。  

第 30条  校舎及び器具等を破損したときは、相当の賠償をしなければならない。  

 

第７章  学納金  

第 31条  （削除）  

第 32条  入学を許可された者は、学納金を指定された期日までに納めなければならな

い。  

第 33条  学納金に関する事項は、別にこれを定める。  

２  すでに納めた授業料その他の学納金は、別に定める場合を除き返還しない。  

第 33条の２  博士後期課程又は博士課程において標準修業年限を超えて在学する者の学

納金は減免することがある。その減免に関する事項は別に定める。  

第 34条  休学の許可を受けた者については、休学期間中の学納金を徴収しない。ただ

し、別に定める在籍料を納入しなければならない。  

第 34条の２  各学期の学納金の納入期限を過ぎてから休学又は退学する者は、その期の

学納金を納入しなければならない。  

第 34条の３  本大学に奨学金制度及び学納金減免制度を設ける。  

２  奨学金及び学納金減免に関する事項は、別にこれを定める。  

 

第８章  教育組織及び運営組織  

第 35条  本大学院における授業及び研究指導は、大学院教員資格を有する本学の教授及

び准教授が担当する。ただし、特別の事情があるときは、本学以外の教授、准教授又

は講師をもって充てることがある。なお、保健衛生学分野及び薬学分野の専攻につい

ては別に定める。  

第 36条  各研究科に研究科委員会を置く。  

２  研究科委員会は、各研究科の講義を担当する本学の専任の教授をもって組織する。  

３  研究科委員会は、各研究科の研究及び教授に関する事項、学位に関する事項その他

研究科に関する重要な事項を審議する。  

４  研究科委員会は、研究科長が招集し、その議長となる。  

第 37条  本大学院に大学院委員会を置く。  

２  大学院委員会は、各研究科委員会において選出された若干の教授をもって組織す

る。  

３  大学院委員会は、大学院の運営その他研究科に共通する重要な事項を審議する。  
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４  大学院委員会は、学長が招集し、その議長となる。  

第 38条  大学院の学務は、学長が統轄し、研究科の学務は、各研究科長が管掌する。  

 

第９章  収容定員及び施設  

第 39条  大学院に毎年入学させる学生の入学定員並びに収容定員は、次のとおりであ

る。  

博士前期課程（修士課程）  入学定員  収容定員  

文学研究科  宗教学仏教学専攻  10名  20名  

歴史学専攻  10名  20 名  

英語圏文化専攻  10名  20 名  

日本文化専攻  10名  20 名  

心身科学研究科  心理学専攻  20名  40 名  

健康科学専攻  10名  20 名  

商学研究科  商学専攻  10名  20 名  

経営学研究科  経営学専攻  10名  20 名  

経済学研究科  経済学専攻  ７名  14 名  

法学研究科  法律学専攻  15名  30 名  

総合政策研究科  総合政策専攻  ６名  12名  

博士後期課程    

文学研究科  宗教学仏教学専攻  ４名  12名  

歴史学専攻  ５名  15名  

英語圏文化専攻  ５名  15名  

日本文化専攻  ５名  15名  

心身科学研究科  心理学専攻  ４名  12名  

健康科学専攻  ４名  12名  

商学研究科  商学専攻  ５名  15名  

経営学研究科  経営学専攻  ５名  15名  

法学研究科  法律学専攻  ２名  ６名  

総合政策研究科  総合政策専攻  ４名  12名  

   博士課程    

歯学研究科   18名  72名  

薬学研究科  医療薬学専攻  ３名  12名  

 

第 40条  学生の研究のため大学院に図書室及び各研究科の専攻部門に応じて読書研究室

を設ける。また、心身科学研究科心理学専攻における臨床心理士養成のために心理臨

床センターを置く。  
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第 10章  聴講生、科目等履修生、特別聴講生、研究生、研究員及び客員研究員  

第 41条  本大学院の教育・研究に支障のない限り、聴講生、科目等履修生、特別聴講生

及び研究生の入学、並びに研究員及び客員研究員の受入れを、選考の上、許可するも

のとする。  

２  選考料、受講料の金額については、別にこれを定める。  

第 42条  聴講生とは、本大学院において１科目又は複数科目の修学を許可された者をい

う。  

２  聴講生に関する事項は、別に定める。  

第 42条の２  科目等履修生とは、本大学院において１科目又は複数科目の修学を許可さ

れた者をいう。  

２  科目等履修生に関する事項は、別に定める。  

第 42条の３  特別聴講生とは、他の大学院の学生で、本大学院において授業科目の履修

を希望し修学を許可された者をいう。  

２  特別聴講生に関する事項は、別に定める。  

第 43条  研究生とは、本大学院において特定の課題について研究することを許可された

学生をいう。  

２  研究生に関する事項は、別に定める。  

第 44条  研究員とは、本大学院において特定の課題について、特に高度な研究に従事す

ることを許可された者をいう。  

２  研究員に関する事項は、別に定める。  

第 45条  客員研究員とは、教育・研究機関、官公庁、民間団体等から委託され、本大学

院において特定の課題について研究することを許可された者をいう。  

２  客員研究員に関する事項は、別に定める。  

 

第 11章  外国人留学生  

第 46条  本大学院に入学志願する外国人については、選考の上、外国人留学生として入

学を許可することがある。  

２  外国人留学生に関する事項は、別に定める。  

 

第 12章  学年、学期及び休業日  

第 47条  本大学院の学年は、４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わる。  

２  学年は、春学期と秋学期にわけ次の通りとする。ただし、教育上必要な場合は、春

学期の終了日及び秋学期の開始日を変更することができる。  

春学期  ４月１日から９月 30日まで  

秋学期  10月１日から３月 31日まで  

第 48条  本大学院の定期休業日は次のとおりとする。  

(１ ) 国民の祝日に関する法律に規定する休日  

(２ ) 日曜日  
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(３ ) 創立記念日  10月 15日  

(４ ) 春期休業日  

(５ ) 夏期休業日  

(６ ) 冬期休業日  

２  前項第４号から第６号の休業の期間に関しては、別にこれを定める。  

３  必要がある場合は、学長は大学院委員会の議を経て第１項の休業日を臨時に変更

し、又は臨時の休業日を定めることができる。  

 

   第 13章  改正手続  

第 49条  この学則の改正は、大学院委員会の議を経て、理事会の承認を得なければなら

ない。  

 

   第 14章  雑則  

第 50条  この学則に規定のない事項については、愛知学院大学学則を準用する。  

 

附  則  

本学則は、昭和 43年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、昭和 49年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、昭和 51年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、昭和 53年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、昭和 54年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、昭和 55年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、昭和 56年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、昭和 57年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、昭和 58年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、昭和 61年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、昭和 62年４月１日から施行する。  

附  則  
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この改正は、昭和 63年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、平成元年４月１日から施行する。  

附  則  

１  この改正は、平成２年４月１日から施行する。  

２  本大学院法学研究科私法学専攻は、改正後の第２条の規定にかかわらず、平成元年

度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するも

のとする。  

附  則  

この改正は、平成３年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、平成３年７月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、平成４年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、平成５年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、平成６年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、平成７年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、平成８年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、平成９年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、平成 10年４月１日から施行する。  

附  則  

この改正は、平成 11年４月１日から施行する。  

（平成11年度入学者より適用する。）  

附  則  

この改正は、平成 12年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、平成 13年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、平成 14年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、平成 15年４月１日から施行する。  

附  則  
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この学則は、平成 16年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、平成 17年４月１日から施行する。  

附  則  

１  この学則は、平成 18年４月１日から施行する。  

２  本大学院文学研究科心理学専攻は、改正後の第２条の規定にかかわらず、平成 17年

度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するも

のとする。  

附  則  

この学則は、平成 19年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、平成 20年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、平成 21年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、平成 22年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、平成 23年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、平成 24年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、平成 25年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、平成 26年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、平成 27年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、平成 28年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、平成 29年４月１日から施行する。  

附  則  

１  この学則は、平成 30年４月１日から施行する。  

２  改定後の第 13条第４項のただし書の規定は、平成 30年３月 31日以前の入学者につい

ても、適用する。  

附  則  

この学則は、平成 31年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、令和２年４月１日から施行する。  
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附  則  

この学則は、令和３年４月１日から施行する。  

附  則  

この学則は、令和４年４月１日から施行する。  

  附  則  

この学則は、令和５年４月１日から施行する。  

  附  則  

この学則は、令和６年４月１日から施行する。  

  附  則  

この学則は、令和７年４月１日から施行する。  

 







別表1-Ⅱ

（1）文学研究科歴史学専攻博士前期課程

単位数

日本史研究 　（ Ⅰ ） 講 義 4 ○印は特修科目

（文化史研究） 演 習 8

日本史研究　 （ Ⅱ ） 講 義 4

（社会経済史研究） 演 習 8

日本史研究　 （ Ⅲ ） 講 義 4

（政治史研究） 演 習 8

東洋史研究　 （ Ⅰ ） 講 義 4

（文化史研究） 演 習 8

東洋史研究　 （ Ⅱ ） 講 義 4

（社会経済史研究） 演 習 8 （4）　単位履修方法

西洋史研究　 （ Ⅰ ） 講 義 4 　　第１年次　24単位

（文化史研究） 演 習 8 　　　専修科目

西洋史研究 　（ Ⅱ ） 講 義 4 　　　　講義４　演習４

（政治経済史研究） 演 習 8 　　　専修科目以外の科目

講 義 4 　　　　講義12　特講４

演 習 8 　　第２年次　　12単位

考古学研究　 （ Ⅰ ） 講 義 4 　　　専修科目

（先史考古学研究） 演 習 8 　　　　演習４

考古学研究　 （ Ⅱ ） 講 義 4 　　　専修科目以外の科目

（歴史考古学研究） 演 習 8 　　　　講義８

（1）　特修科目の中から専修科目
１科目を選定し、その12単位（講
義４、演習８）を必修すること。

（2）　専修科目以外の科目から24
単位(講義20･特講４）以上を選択
履修すること。

（3）　修士論文は専修科目によっ
て作成すること。

講 義 4

講 義 4

講 義 4

講 義 4

講 義 4

考古学特殊研究 講 義 4

東洋史特殊研究

歴史学特講

○

西洋史特殊研究

イスラム圏史特殊研究

日本史特殊研究

備 考

イスラム圏史研究

授 業 科 目

○

○

○

○

○

○

○

○

○



（2）文学研究科歴史学専攻博士後期課程

単位数

日本史研究　　（ Ⅰ ） ○印は特修科目

（ 文化史研究）

日本史研究　　（ Ⅱ ）

（社会経済史研究）

日本史研究　　（ Ⅲ ）

（政治史研究）

東洋史研究　　（ Ⅰ ）

（文化史研究）

東洋史研究　　（ Ⅱ ）

（社会経済史研究）

西洋史研究　　（ Ⅰ ）

（文化史研究）

西洋史研究　　（ Ⅱ ）

（政治経済史研究）

考古学研究　　（ Ⅰ ）

（先史考古学研究）

考古学研究　　（ Ⅱ ）

（歴史考古学研究）
○ 研 究 指 導 12

イスラム圏史研究○ 研 究 指 導 12

○ 研 究 指 導 12

研 究 指 導 12

（1）特修科目の中から専修科目１
科目を選定し、その研究指導12
単位を必修すること。

（2）研究指導以外の科目から４単
位以上選択履修すること。

授 業 科 目

○ 研 究 指 導 12

○ 研 究 指 導 12

研 究 指 導 12

歴史学研究特講 講 義 4

○

研 究 指 導 12○

○ 研 究 指 導 12

研 究 指 導 12○

備　　　考

（3）合計16 単位以上修得するこ
と。

（4）博士論文は専修科目によって
作成すること。

○



別表1-Ⅲ

（1）文学研究科英語圏文化専攻博士前期課程

単位数

講 義 4 ○印は特修科目

演 習 8

講 義 4

演 習 8

講 義 4

演 習 8

講 義 4

演 習 8

講 義 4

演 習 8 （4）　単位履修方法

講 義 4 　　第１年次　24単位

演 習 8 　　　専修科目

　　　　講義４　演習４

　　　専修科目以外の科目

講 義 4 　　　　講義12　特講４

演 習 8 　　第２年次　　12単位

講 義 4 　　　専修科目

演 習 8 　　　　演習４

講 義 4 　　　専修科目以外の科目

演 習 8 　　　　講義８

講 義 4

演 習 8

講 義 4

演 習 8

講 義 4

英語圏文化研究　（ Ⅳ ）

英語圏文化研究　（ Ⅴ ）

英語圏文化研究　（ Ⅱ ）

英語圏文化研究　（ Ⅷ ） 講 義 4

英語圏文化特講 講 義 4

○ 英語圏文化研究　（ Ⅵ ）

○ 英語圏文化研究　（ Ⅶ ）

○

○ 英語圏文化研究　（ Ⅲ ）

○

○

英語圏文化研究　（ Ⅰ ）

備 考授 業 科 目

○

（1）　特修科目の中から専修科目
１科目を選定し、その12単位（講
義４、演習８）を必修すること。○

○ （2）　専修科目以外の科目から24
単位(講義20･特講４）以上を選択
履修すること。

○
（3）　修士論文は専修科目によっ
て作成すること。

○

英語英文学研究　（ Ⅰ ）

英語英文学研究　（ Ⅱ ）

英語英文学研究　（ Ⅲ ）

英語英文学研究　（ Ⅳ ）

英語英文学研究　（ Ⅴ ）



(2)文学研究科英語圏文化専攻博士後期課程

単位数

○印は特修科目

（3）合計16 単位以上修得すること。

英語圏文化研究特講 講 義 4

○ 研 究 指 導 12

授 業 科 目

○ 研 究 指 導 12

（2）研究指導以外の科目から４単
位以上選択履修すること。

○ 研 究 指 導 12
（4）博士論文は専修科目によって
作成すること。

○ 研 究 指 導

英語圏文化研究　（ Ⅲ ）

英語圏文化研究　（ Ⅳ ）

英語圏文化研究　（ Ⅴ ） 12

（1）特修科目の中から専修科目１
科目を選定し、その研究指導12
単位を必修すること。○ 研 究 指 導 12

英語圏文化研究　（ Ⅰ ）

英語圏文化研究　（ Ⅱ ）

備　　　考



別表1-Ⅳ

（1）文学研究科日本文化専攻博士前期課程

単位数

講 義 4 ○印は特修科目

演 習 8

講 義 4

演 習 8

講 義 4

演 習 8

講 義 4

演 習 8

講 義 4

演 習 8 （4）　単位履修方法

講 義 4 　　第１年次　24単位

演 習 8 　　　専修科目

講 義 4 　　　　講義４　演習４

演 習 8 　　　専修科目以外の科目

講 義 4 　　　　講義12　特講４

演 習 8 　　第２年次　　12単位

講 義 4 　　　専修科目

演 習 8 　　　　演習４

講 義 4 　　　専修科目以外の科目

演 習 8 　　　　講義８

（1）　特修科目の中から専修科目
１科目を選定し、その12単位（講
義４、演習８）を必修すること。

○ 日本文学研究Ⅱ

○ 日本文化研究Ⅱ

（2）　専修科目以外の科目から24
単位(講義20･特講４）以上を選択
履修すること。

（3）　修士論文は専修科目によっ
て作成すること。

○ 日本文化研究Ⅲ

授 業 科 目

○ 日本文学研究Ⅰ

○ 日本語研究Ⅰ

○ 日本語研究Ⅱ

○ 日本文化研究Ⅰ

日本文化特講 講 義 4

○ 日本文化研究Ⅳ

○ 日本文化研究Ⅴ

○ 日本文化研究Ⅵ

備 考



(2)文学研究科日本文化専攻博士後期課程

単位数

○印は特修科目

（3）合計16 単位以上修得すること。

（1）特修科目の中から専修科目１
科目を選定し、その研究指導12
単位を必修すること。○ 日本文化研究（ Ⅱ ） 研 究 指 導 12

○ 日本文化研究（ Ⅴ ） 研 究 指 導 12

授 業 科 目

○ 日本文化研究（ Ⅰ ） 研 究 指 導 12

備　　　考

日本文化研究特講 講 義 4

○ 日本文化研究（ Ⅲ ） 研 究 指 導 12
（2）研究指導以外の科目から４単
位以上選択履修すること。

○ 日本文化研究（ Ⅳ ） 研 究 指 導 12
（4）博士論文は専修科目によって
作成すること。



別表２－Ⅰ

（1）心身科学研究科心理学専攻博士前期課程

区分 単 位 数

実験心理学研究 演 習 8

計量心理学研究 演 習 8

社会心理学研究 演 習 8

産業心理学研究 演 習 8

人格心理学研究 演 習 8

臨床心理学研究 演 習 8

実験心理学研究 講 義 2

計量心理学研究 講 義 2

社会心理学研究 講 義 2

産業心理学研究 講 義 2

人格心理学研究 講 義 2

臨床心理学研究 講 義 2

臨床心理学特論Ⅰ 講 義 2

臨床心理学特論Ⅱ 講 義 2 　１年次 演習４単位

臨床心理面接特論Ⅰ 　２年次 演習(実験を含む)４単位

( 心理支援に関する理論と実践)

臨床心理面接特論Ⅱ 講 義 2

臨床心理査定演習Ⅰ

臨床心理査定演習Ⅱ 演 習 2

臨床心理基礎実習 実 習 2

臨床心理実習Ⅱ 実 習 2

実 習 2

心理実践実習Ⅲ ａ

( 医療領域学外実習)

心理実践実習Ⅲ ｂ

( 福祉領域学外実習)

心理実践実習Ⅲ ｃ

( 教育領域学外実習)

心理実践実習Ⅲ ｄ

( 司法領域学外実習)

心理実践実習Ⅲ ｅ

( 産業領域学外実習)

心理実践実習Ⅰ 実 習 2

備 考

心
理
学
特
修
科
目

心
理
学
研
究
基
幹
科
目

講 義 2

授 業 科 目

( 心理的アセスメントに関する理論と実践)

実 習 1

臨
床
心
理
学
基
幹
科
目

演 習 2

臨床心理実習Ⅰ ( 心理実践実習Ⅱ )

実 習 1

（1）心理学特修科目の中から１科
目を選定し、専修科目とする。

（2）修士論文は、専修科目によっ
て作成すること。

（3）修士修了要件は、専修科目演
習８単位(実験を含む)を必修とし､
心理学研究基幹科目または臨床
心理学基幹科目の中から､いずれ
か４単位以上を含めて､36単位以
上修得すること。

（4）専修科目演習８単位の履修方
法

1

実 習 1

実 習 1

実 習



心理学研究法特論 講 義 2

心理統計法特論 講 義 2

臨床心理学研究法特論 講 義 2

認知心理学特論 講 義 2

人格心理学特論

コミュニケーション心理学特論

産業･組織心理学特論

産業臨床心理学特論

犯罪心理学特論

障害者( 児) 心理学特論

心身医学特論

精神生理学特論

精神医学特論

心理療法特論Ⅱ

( 臨床動作法)

心理療法特論Ⅲ

( 認知行動療法)

学校臨床心理学特論

臨床心理地域援助特論

文献講読 講 義 2

講 義 2

( 産業･労働分野に関する理論と支援の展開)
講 義 2

( 家族関係・集団・地域社会にお
け
る心理支援に関する理論と実践)

講 義 2

( 心の健康教育に関する理論と実践)
講 義 2

講 義 2
( 産業･労働分野に関する理論と支援の展開)

( 司法･犯罪分野に関する理論と支援の展開)
講 義 2

( 福祉分野に関する理論と支援の展開)
講 義 2

( 保健医療分野に関する理論と支援の展開)
講 義 2

2
( 保健医療分野に関する理論と支援の展開)

( 保健医療分野に関する理論と支援の展開)
講 義 2

( 家族関係･集団･地域社会におけ
る心理支援に関する理論と実践)

講 義 2

心
理
学
特
論

心
身
科
学
総
論
・
特
論

心身科学総論 講 義 2

講 義 2

講 義 2

( 教育分野に関する理論と支援の展開)
講 義 2

講 義

研
究
支

援
科
目 心理学総合研究



(2)心身科学研究科心理学専攻博士後期課程

単位数

○印は特修科目

（4）単位履修方法

備 考

心理学研究特講

○

○

○

○ 臨床心理学研究

社会心理学研究

産業心理学研究

授 業 科 目

実験心理学研究 研 究 指 導

心
理
学
特
修
科
目

講 義 4

心
理
学
研
究
特
講

（1）心理学特修科目の中から１科
目を選定し、専修科目とする。

（2）専修科目の研究指導を必修と
する。

（3）博士論文は、専修科目によっ
て作成すること

・心理学特修科目の研究指導を第
１年次から第３年次で12単位以上
修得すること（ただし各年次４単
位)。

　・心理学研究特講４単位を修得
すること。

研 究 指 導 12

研 究 指 導 12

研 究 指 導 12

12

　・合計16単位以上修得すること。



別表２－Ⅱ

（1）心身科学研究科健康科学専攻博士前期課程

科目
区分 単 位 数

健
康
科
学
基
礎

科
目 心身科学総論 講 義 2

〇 健康スポーツ医学研究Ⅰ 演 習 8

〇 健康スポーツ医学研究Ⅱ 演 習 8 〈修了要件〉

〇 健康スポーツ医学研究Ⅲ 演 習 8

〇 健康教育評価学研究 演 習 8

〇 地域健康教育学研究 演 習 8 ２．健康科学研究科目

〇 精神健康科学研究 演 習 8 　・演習　１科目　８単位　必修

〇 生命健康科学研究 演 習 8

〇 言語聴覚科学研究 演 習 8

〇 栄養機能学研究 演 習 8

〇 実践栄養学研究 演 習 8

健康スポーツ医学Ⅰ 講 義 4

健康スポーツ医学Ⅱ 講 義 4

健康スポーツ医学Ⅲ 講 義 4

健康教育評価学 講 義 4

地域健康教育学 講 義 4 　

精神健康科学 講 義 4

生命健康科学 講 義 4

言語聴覚病態学 講 義 4

栄養機能学 講 義 4

実践栄養学 講 義 4

生活習慣病論特論 講 義 2

健康スポーツ生理学特論 講 義 2

スポーツ心理学特論 講 義 2

環境健康衛生学特論 講 義 2

臨床医療科学特論 講 義 2

分子栄養学特論 講 義 2

疾病栄養学特論 講 義 2

言語聴覚病態学特論 講 義 2

障害者心理学特論 講 義 2

健康スポーツ生理学 演 習 2

地域健康ネットワーク学 演 習 2

生命健康科学 実 習 2

健
康
科
学
研
究
科
目

健
康
科
学
基
幹
科
目

 
 
 

健
康
科
学
特
論
・
演
習
・
実
習

授 業 科 目 備 考

○印は専攻科目で、健康科学研究科目
の中から１科目を選定する。

１．心身科学総論　講義　２単位　必
修

　　（１年次､２年次の２年間､修士論文
作成を含む）

３．健康科学基幹科目の中から、１科
目４単位以上を修得すること。

以上の要件を含めて、合計３４単位を
修得すること。

・修士論文は、専攻科目によって作
成すること。



言語聴覚病態学 実 習 6

栄養機能学特論 講 義 2

食品機能学特論 講 義 2

栄養教育学特論 講 義 2

食育学特論 講 義 2

公衆栄養学特論 講 義 2

地域栄養学特論 講 義 2

臨床栄養学特論 講 義 2

ライフステージ栄養学特論 講 義 2

健康栄養学演習 演 習 2
研
究
支

援
科
目

文献講読 講 義 4

(2)心身科学研究科健康科学専攻博士後期課程

単位数

　２）単位履修方法

・合計２２単位修得すること。

３．博士論文の審査に合格すること。

健
康
科
学
特
論
科
目

健康科学実験方法実習 実 習

○ 言語遺伝情報研究 研 究 指 導

授 業 科 目

健
康
科
学
研
究
科
目

○ 健康増進科学研究 研 究 指 導

先端健康科学特論 講 義 4

講 義健康科学研究方法論 4

2

　１）博士論文は専攻科目によって作
成すること。

・専攻科目の研究指導を第１年次か
ら第３年次で１２単位修得すること。

12

２．○印は専攻科目で、健康科学研究科
目の中から１科目を選定し、その研究指
導１２単位及び健康科学特論科目１０単
位を必修すること。

・第１年次で健康科学特論科目１０単
位を修得すること。

12

備考

１．博士前期課程または修士課程で３０単
位以上修得していること。



別表３

（1）商学研究科商学専攻博士前期課程

単位数

流通論研究（Ⅰ） 講義（春学期） 2 ○印は特修科目

（流通論） 講義（秋学期） 2

演 習 8

流通論研究（Ⅱ） 講義（春学期） 2

（流通政策） 講義（秋学期） 2

演 習 8

流通論研究（Ⅲ）

（商業史）

マーケティング論研究（Ⅰ） 講義（春学期） 2

（マーケティング論） 講義（秋学期） 2

演 習 8

マーケティング論研究（Ⅱ） 講義（春学期） 2

（製品・ブランド戦略論） 講義（秋学期） 2

演 習 8

国際ビジネス論研究(Ⅰ) 講義（春学期） 2

（貿易制度論） 講義（秋学期） 2

演 習 8

国際ビジネス論研究（Ⅱ） 講義（春学期） 2

（ビジネス戦略） 講義（秋学期） 2

演 習 8

金融論研究(Ⅰ) 講義（春学期） 2

（金融システム論） 講義（秋学期） 2

演 習 8

金融論研究(Ⅱ) 講義（春学期） 2

（証券論） 講義（秋学期） 2

演 習 8

金融論研究（Ⅲ） 講義（春学期） 2

（保険論） 講義（秋学期） 2

演 習 8

会計学研究(Ⅰ) 講義（春学期） 2

（財務会計論） 講義（秋学期） 2

演 習 8

会計学研究(Ⅱ) 講義（春学期） 2

（会計制度論） 講義（秋学期） 2

演 習 8

授 業 科 目

○

○

(１)　特修科目の中から専修科目
１科目を選定し、その12単位（講
義４、「春学期２単位」「秋学期２単
位」、演習８）を必修すること。

備 考

講 義

（2）　専修科目以外の科目から20
単位以上を選択履修すること。

（3）　修士論文は専修科目によっ
て作成すること。

2

○

○

○

○

○

○

○

○

○



会計学研究(Ⅲ) 講義（春学期） 2

（国際会計基準論） 講義（秋学期） 2

演 習 8

会計学研究(Ⅳ) 講義（春学期） 2

（管理会計論） 講義（秋学期） 2

演 習 8

会計学研究(Ⅴ) 講義（春学期） 2

（税務会計論） 講義（秋学期） 2

租税法研究(Ⅰ) 講義（春学期） 2

（租税法実務） 講義（秋学期） 2

演 習 8

租税法研究(Ⅱ)

（個人・企業税務）

租税法研究(Ⅲ)

（取引関係税務）

租税法研究(Ⅳ) 講義（春学期） 2

（租税制度） 講義（秋学期） 2

ビジネス情報論研究（Ⅰ） 講義（春学期） 2

（情報システム論） 講義（秋学期） 2

演 習 8

ビジネス情報論研究（Ⅱ） 講義（春学期） 2

（データサイエンス） 講義（秋学期） 2

演 習 8

ビジネス情報論研究（Ⅲ） 講義（春学期） 2

（マルチメディア論） 講義（秋学期） 2

演 習 8

ビジネス情報論研究（Ⅳ） 講義（春学期） 2

（インターネットビジネス） 講義（秋学期） 2

ビジネス情報論研究（Ⅴ） 講義（春学期） 2

（産業連関分析） 講義（秋学期） 2

ビジネス情報論研究（Ⅵ）

（情報ネットワーク論） 

ビジネス情報論研究（Ⅶ）

（情報セキュリティ）

ビジネス情報論研究（Ⅷ）

（システム開発論）

特殊講義 講 義 2

講義（春学期） 2

講義（秋学期） 2

講 義 2

講 義 2

講 義 2

講 義 2

講 義 2

○

○

○

文献講読研究

○

○

○



(2)商学研究科商学専攻博士後期課程

単位数 備 考

○印は特修科目

（1）特修科目の中から専修科目１
科目を選定し、その研究指導12
単位を必修すること。

○

○

管理会計論研究○ 研 究 指 導 12

財務会計論研究 研 究 指 導 12

研 究 指 導 12保険論研究○

（3）博士論文は専修科目によって
作成すること。

○

授 業 科 目

（2）専修科目の研究指導以外の
科目から４単位以上選択履修する
こと。

商学研究特講 講 義 4

ビジネス情報論研究○ 研 究 指 導 12

○ 研 究 指 導 12

○

○ 金融論研究

証券論研究

貿易論研究 研 究 指 導 12

12

研 究 指 導 12

研 究 指 導国際ビジネス論研究

流通論研究○ 研 究 指 導 12

研 究 指 導 12マーケティング論研究



別表４

（1）経営学研究科経営学専攻博士前期課程

単位数

講 義 4 ○印は特修科目

文 献 4

演 習 8

講 義 4

経営管理研究 文 献 4

演 習 8

講 義 4

経営戦略研究 文 献 4

演 習 8

講 義 4

経営組織研究 文 献 4

演 習 8

講 義 4

人的資源管理研究 文 献 4

演 習 8

講 義 4

国際経営研究 文 献 4

演 習 8

講 義 4

中小企業経営研究 文 献 4

演 習 8

講 義 4

マーケティング研究 文 献 4

演 習 8

講 義 4

生産管理研究 文 献 4

演 習 8

講 義 4

経営情報システム研究 文 献 4

演 習 8

講 義 4

経営システム工学研究 文 献 4

演 習 8

講 義 4

経営統計研究 文 献 4

演 習 8

備 考

（3）　修士論文は専修科目によっ
て作成すること。

経営原理研究 (１)　特修科目の中から専修科目
１科目を選定し、その16単位(講義
４、文献４、演習８)を必修するこ
と。

（2）専修科目以外の科目から16
単位以上選択履修すること。

○

○

○

○

○

○

授 業 科 目

○

○

○

○

○

○



講 義 4

財務会計研究 文 献 4

演 習 8

講 義 4

会計・監査研究 文 献 4

演 習 8

講 義 4

金融管理研究 文 献 4

演 習 8

講 義 4

原価計算・管理会計研究 文 献 4

演 習 8

講 義 4

財務管理研究 文 献 4

演 習 8

講 義 4

税務会計研究 文 献 4

演 習 8

(2)経営学研究科経営学専攻博士後期課程

単位数

○印は特修科目

○ 中小企業経営研究 研 究 指 導 12

○ 人的資源管理研究 研 究 指 導 12

○ 国際経営研究 研 究 指 導 12

○ 経営戦略研究 研 究 指 導 12 （2）研究指導以外の科目(講義ま
たは文献）から４単位以上選択履
修すること。

○ 経営組織研究 研 究 指 導 12
（3）博士論文は専修科目によって
作成すること。

○ 経営原理研究 研 究 指 導 12
（1）特修科目の中から専修科目１
科目を選定し、その研究指導12
単位を必修すること。

○ 経営管理研究 研 究 指 導 12

○

講 義 2

講 義 2

特殊講義

授 業 科 目

経営管理特別研究

研究支援科目

講 義 4

備 考

○

○

○

○

○



原価計算・管理会計研究 研 究 指 導 12○

経営学特論 講 義 4

文献講読 文 献 2

財務管理研究 研 究 指 導 12○

税務会計研究 研 究 指 導 12○

○ 会計学原理研究 研 究 指 導 12

○ 金融管理研究 研 究 指 導 12

会計･監査研究○ 研 究 指 導 12

○ 経営システム工学研究 研 究 指 導 12

○ 経営統計研究 研 究 指 導 12

○ 生産管理研究 研 究 指 導 12

○ 経営情報システム研究 研 究 指 導 12

○ マーケティング研究 研 究 指 導 12



別表５

経済学研究科経済学専攻修士課程

区分 単 位 数

〇 ミクロ経済学Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 ミクロ経済学Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 マクロ経済学Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 マクロ経済学Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 経済思想史Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 経済思想史Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 日本経済史Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 日本経済史Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 西洋経済史Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 西洋経済史Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 経済政策論Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 経済政策論Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 社会政策論Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 社会政策論Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 現代財政論Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 現代財政論Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 金融論Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 金融論Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 グローバル金融論Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 グローバル金融論Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 国際経済論Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 国際経済論Ⅱ 講義（秋学期） 2

アジア経済発展論Ⅰ 講義（春学期） 2

アジア経済発展論Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 現代日本経済論Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 現代日本経済論Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 労働経済学Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 労働経済学Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 環境経済学Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 環境経済学Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 農業政策論Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 農業政策論Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 地域経済産業論Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 地域経済産業論Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 計量経済分析Ⅰ 講義（春学期） 2

専
攻
科
目

○印は特修科目

備 考

１. 特修科目から専修科目1科目を選
定し、その12単位(講義4単位、研究
演習8単位)を必修すること。

２. 専修科目以外の特修科目及び講
義科目から20単位以上を修得するこ
と。

授 業 科 目

３.修士論文又は課題探求報告書は、
研究演習科目によって作成し、その
審査に合格すること。



〇 計量経済分析Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 経済情報管理論Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 経済情報管理論Ⅱ 講義（秋学期） 2

〇 租税制度論Ⅰ 講義（春学期） 2

〇 租税制度論Ⅱ 講義（秋学期） 2

所得税法Ⅰ 講義（春学期） 2

所得税法Ⅱ 講義（秋学期） 2

消費税法Ⅰ 講義（春学期） 2

消費税法Ⅱ 講義（秋学期） 2

法人税法Ⅰ 講義（春学期） 2

法人税法Ⅱ 講義（秋学期） 2

財務会計論Ⅰ 講義（春学期） 2

財務会計論Ⅱ 講義（秋学期） 2

税務会計論Ⅰ 講義（春学期） 2

税務会計論Ⅱ 講義（秋学期） 2

簿記論Ⅰ 講義（春学期） 2

簿記論Ⅱ 講義（秋学期） 2

経済学特論Ⅰ ( 経済数学・統計学) 講義（春学期） 2

経済学特論Ⅱ（経済原論） 講義（春学期） 2

経済学特論Ⅲ（財政学・財政事情） 講義（春学期） 2

経済学特論Ⅳ（地域社会と地域行政） 講義（春学期） 2
研
究
演

習
科
目

研究演習 演 習 8



別表６

（1）法学研究科法律学専攻博士前期課程

単位数

講 義 4 ○印は特修科目

演 習 8

講 義 4

演 習 8

講 義 4

演 習 8

講 義 4

演 習 8

講 義 4

演 習 8 （4）　単位履修方法

講 義 4 　　第１年次　20単位

演 習 8 　　　専修科目

講 義 4 　　　　講義４　演習４

演 習 8 　　　専修科目以外の科目

講 義 4 　　　　講義12

演 習 8 　　第２年次　　12単位

講 義 4 　　　専修科目

演 習 8 　　　　演習４

講 義 4 　　専修科目以外の科目

演 習 8 　　　　講義８

講 義 4

演 習 8

講 義 4

演 習 8

講 義 4

演 習 8

講 義 4

演 習 8

○ 社会法研究 （2）　専修科目以外の科目から20
単位(講義20）以上を選択履修す
ること。

○ 国際私法研究
（3）　修士論文は専修科目によっ
て作成すること。

○ 民事訴訟法研究

○ 刑事法研究

比較法研究

○

租税法研究○

○

法社会学研究

授 業 科 目

○ 民法研究

（1）　特修科目の中から専修科目
１科目を選定し、その12単位（講
義４、演習８）を必修すること。○ 商法研究

○ 憲法研究

○ 行政法研究

○ 法哲学研究

○ 法制史研究

備 考

講 義 4

宗教法研究

国際法研究○

政治学研究

特殊講義 講 義 4

講 義 4



(2)　法学研究科法律学専攻博士後期課程

単位数

○印は特修科目

（3）博士論文は専修科目によって
作成すること。

（1）特修科目の中から専修科目１
科目を選定し、その研究指導12
単位を必修すること。○ 商法研究 研 究 指 導 12

（2）法学研究特講４単位を必修す
ること。

○ 民法研究 研 究 指 導 12

備　　　考

○

法学研究特講 講 義 4

○ 国際私法研究 研 究 指 導 12

○ 国際法研究 研 究 指 導 12

民事訴訟法研究

授 業 科 目

社会法研究 研 究 指 導 12

12

○

○

憲法研究 研 究 指 導 12

行政法研究 研 究 指 導 12

研 究 指 導 12○

○

○

法哲学研究

法制史研究

研 究 指 導 12

研 究 指 導

宗教法研究 研 究 指 導 12○

刑事法研究○ 研 究 指 導 12

政治学研究○ 研 究 指 導 12

租税法研究○ 研 究 指 導 12



別表7

(1) 総合政策研究科総合政策専攻博士前期課程

区分 単位数

総合政策概論 講 義 2

人間科学基礎論 講 義 2

社会システム基礎論 講 義 2

現代政治論a 講 義 2

現代政治論b 講 義 2

現代行政論a 講 義 2

現代行政論b 講 義 2

経済政策論a 講 義 2

経済政策論b 講 義 2

環境計画論a 講 義 2

環境計画論b 講 義 2

国際開発論a 講 義 2

国際開発論b 講 義 2

国際関係論a 講 義 2

国際関係論b 講 義 2

生涯学習論a 講 義 2

生涯学習論b 講 義 2

超域文化論a 講 義 2

超域文化論b 講 義 2

人間文化論a 講 義 2

人間文化論b 講 義 2

福祉社会論a 講 義 2

福祉社会論b 講 義 2

応用統計論a 講 義 2

応用統計論b 講 義 2

情報通信論a 講 義 2

情報通信論b 講 義 2

社会情報論a 講 義 2

社会情報論b 講 義 2

対人関係論a 講 義 2

対人関係論b 講 義 2

対人・集団行動論a 講 義 2

対人・集団行動論b 講 義 2

総合政策特講 講 義 2

備 考授業科目

研
究
基
礎
科
目

研
究
科
目

・総合政策概論
　講義　2単位（必修）
・研究計画法
　講義　2単位（必修）
・研究基礎科目
　講義　1科目
　2単位（選択必修）
・研究科目
　講義　7科目
　14単位以上
・研究発展科目
　演習　1科目　8単位
　（1年次、2年次の2年間、修士論文
作成を含む）
※ この研究発展科目1科目が専攻
科目となる。

〈修了要件〉
１．通常のコースは研究発展科目で
の修士論文作成をふくめて34単位以
上履修すること。
２．社会人として入学し、課題研究
コースを選択した場合、課題研究を
ふくめて34単位以上履修すること。
(1)課題研究…4単位（ただし、研究発
展科目を当該年度1年間は履修し課
題研究を提出して4単位）とする。

(2)１．の場合に比べて研究発展科目
が4単位不足するので研究科目の9
科目18単位以上履修を必要とする。

※ 支援科目（選択）の修了単位への
参入
　前期に開設される研究支援科目、
キャリア支援科目の選択科目は6単
位までを修了要件として算入可能と
する。



政治・行政研究 演 習 8

経済・環境研究 演 習 8

国際・地域研究 演 習 8

社会・文化研究 演 習 8

情報・メディア研究 演 習 8

人間科学研究 演 習 8

研究計画法 講 義 2

社会調査法 講 義 2

データ分析 講 義 2

アカデミックリーディング＆ライティング 講 義 2

空間分析 講 義 2

オペレーションズリサーチ 講 義 2

上級コミュニケーション英語１ 講 義 2

上級コミュニケーション英語２ 講 義 2

教育学特講１ 講 義 2

教育学特講２ 講 義 2

別表7

(2) 総合政策研究科総合政策専攻博士後期課程

区分 単位数

人間科学特論a 講 義 2

人間科学特論b 講 義 2

社会システム特論a 講 義 2

社会システム特論b 講 義 2

講
義
科
目

授業科目

個
別
研
究
指
導
科
目

　　総合政策研究 研究指導

研
究
発
展
科
目

（
専
攻
科
目

）

備考

(1) 個別研究指導科目の中から1科
目を選定し、その研究指導12単位を
必修すること。
(2) (1)に加え、講義科目から4単位以
上選択履修すること。
(3) 博士論文は、(1)によって作成す
ること。

12

研
究
支
援
科
目

キ
ャ
リ
ア
支
援
科
目



別表8

　歯学研究科博士課程

* ２講座

（主科目）

口腔解剖形態学 講義・演習

口腔解剖形態学 実 習

口腔組織・発生学 講義・演習

口腔組織・発生学 実 習

（副科目）

口腔生理学 講 義 4

口腔生化学 講 義 4

口腔病理学 講 義 4

歯科薬理学 講 義 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

歯科補綴学 講 義 * * 2

口腔外科学 講 義 * * 2

歯科矯正学 講 義 2

歯科放射線学 講 義 2

その他許可を得た科目

口腔生理学 １講座

（主科目）

生理学 講義・演習

生理学 実 習

口腔生理学 講義・演習

口腔生理学 実 習

（副科目）

口腔解剖学 講 義 4

口腔生化学 講 義 4

口腔病理学 講 義 4

歯科薬理学 講 義 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

歯科理工学 講 義 2

口腔衛生学 講 義 2

単 位 数
備 考授 業 科 目

主科目 選択科目

24

8

16

8

16

＊但し、主科目は２科目のうち１
科目（ 24 単位）のみ修得する。

口腔解剖学

副科目

24

4

8

4

8

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。



歯科保存学 講 義 * * 2

口腔外科学 講 義 * * 2

その他許可を得た科目

口腔生化学 １講座

（主科目）

生化学 講義・演習

生化学 実 習

口腔生化学 講義・演習

口腔生化学 実 習

（副科目）

口腔解剖学 講 義 4

口腔生理学 講 義 4

口腔微生物学 講 義 4

歯科薬理学 講 義 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

口腔病理学 講 義 2

口腔衛生学 講 義 2

口腔外科学 講 義 * * 2

歯科病態内科学 講 義 2

その他許可を得た科目

口腔微生物学 １講座

（主科目）

微生物学 講義・演習

微生物学 実 習

口腔微生物学 講義・演習

口腔微生物学 実 習

（副科目）

口腔生化学 講 義 4

口腔病理学 講 義 4

歯科薬理学 講 義 4

口腔衛生学 講 義 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

口腔解剖学 講 義 * * 2

歯科保存学 講 義 * * 2

口腔外科学 講 義 * * 2

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

8

8

4

4

8

8

24

4

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

24

4



歯科病態内科学 講 義 2

その他許可を得た科目

口腔病理学 １講座

（主科目）

病理学 講義・演習

病理学 実 習

口腔病理学 講義・演習

口腔病理学 実 習

（副科目）

口腔解剖学 講 義 * * 4

口腔生理学 講 義 4

口腔生化学 講 義 4

口腔微生物学 講 義 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

口腔衛生学 講 義 2

歯科保存学 講 義 * * 2

歯科放射線学 講 義 2

歯科病態関連外科学 講 義 2

その他許可を得た科目

歯科薬理学 １講座

（主科目）

薬理学 講義・演習

薬理学 実 習

歯科薬理学 講義・演習

歯科薬理学 実 習

（副科目）

口腔解剖学 講 義 * * 4

口腔生理学 講 義 4

口腔生化学 講 義 4

口腔病理学 講 義 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

口腔微生物学 講 義 2

口腔衛生学 講 義 2

歯科保存学 講 義 * * 2

口腔外科学 講 義 * * 2

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

4

8

4

24

24

4

8

4

8

8



その他許可を得た科目

歯科理工学 １講座

（主科目）

歯科理工学 講義・演習

歯科理工学 実 習

（副科目）

口腔生理学 講 義 4

歯科保存学 講 義 * * 4

歯科補綴学 講 義 * * 4

歯科矯正学 講 義 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

口腔生化学 講 義 2

歯科薬理学 講 義 2

口腔衛生学 講 義 2

歯科放射線学 講 義 2

その他許可を得た科目

口腔衛生学 １講座

（主科目）

口腔衛生学 講義・演習

口腔衛生学 実 習

（副科目）

口腔生理学 講 義 4

口腔生化学 講 義 4

口腔微生物学 講 義 4

口腔病理学 講 義 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

歯科薬理学 講 義 2

歯科保存学 講 義 * * 2

歯科補綴学 講 義 * * 2

小児歯科学 講 義 2

その他許可を得た科目

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

8

16

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

24

16

24

8



歯科保存学 * 3講座

（主科目）

保存修復学 講義・演習

保存修復学 実 習

歯内治療学 講義・演習

歯内治療学 実 習

歯周病学 講義・演習

歯周病学 実 習

（副科目）

口腔病理学 講 義 4

歯科薬理学 講 義 4

歯科理工学 講 義 4

歯科補綴学 講 義 * * 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

口腔生理学 講 義 2

口腔生化学 講 義 2

歯科放射線学 講 義 2

口腔微生物学 講 義 2

その他許可を得た科目

歯科補綴学 * 3講座

（主科目）

有床義歯学 講義・演習

有床義歯学 実 習

高齢者・在宅歯科医療学 講義・演習

高齢者・在宅歯科医療学 実 習

冠・橋義歯学 講義・演習

冠・橋義歯学 実 習

（副科目）

口腔生理学 実 習 4

歯科理工学 講 義 4

歯科保存学 講 義 * * 4

歯科放射線学 講 義 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

口腔解剖学 講 義 * * 2

口腔生化学 講 義 2

口腔病理学 講 義 2

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

8

16

8

16

8

16

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

24

＊但し、主科目は3科目のうち１
科目（ 24 単位）のみ修得する。

8

16

8

16

＊但し、主科目は3科目のうち１
科目（ 24 単位）のみ修得する。

16

24

8



口腔外科学 講 義 * * 2

その他許可を得た科目

口腔外科学 * 2講座

（主科目）

機能形態構築口腔外科学 講義・演習

機能形態構築口腔外科学 実 習

病因病態制御口腔外科学 講義・演習

病因病態制御口腔外科学 実 習

（副科目）

麻酔学 講 義 4

口腔解剖学 講 義 * * 4

口腔微生物学 講 義 4

口腔病理学 講 義 4

歯科放射線学 講 義 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

口腔生化学 講 義 2

歯科矯正学 講 義 2

歯科病態関連外科学 講 義 2

歯科病態内科学 講 義 2

その他許可を得た科目

歯科矯正学 1講座

（主科目）

歯科矯正学 講義・演習

歯科矯正学 実 習

（副科目）

口腔解剖学 講 義 * * 4

口腔生理学 講 義 4

歯科理工学 講 義 4

小児歯科学 講 義 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

口腔生化学 講 義 2

口腔病理学 講 義 2

口腔衛生学 講 義 2

歯科放射線学 講 義 2

その他許可を得た科目

16

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

16

＊但し、主科目は２科目のうち１
科目（ 24 単位）のみ修得する。

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

24

8

24

8

16

8



歯科放射線学 1講座

（主科目）

歯科放射線学 講義・演習

歯科放射線学 実 習

（副科目）

口腔解剖学 講 義 * * 4

口腔病理学 講 義 4

歯科保存学 講 義 * * 4

口腔外科学 講 義 * * 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

歯科理工学 講 義 2

歯科補綴学 講 義 * * 2

歯科矯正学 講 義 2

歯科病態内科学 講 義 2

その他許可を得た科目

小児歯科学 1講座

（主科目）

小児歯科学 講義・演習

小児歯科学 実 習

（副科目）

口腔解剖学 講 義 * * 4

口腔生理学 講 義 4

口腔衛生学 講 義 4

歯科矯正学 講 義 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

口腔生化学 講 義 2

歯科保存学 講 義 * * 2

歯科補綴学 講 義 * * 2

口腔外科学 講 義 * * 2

その他許可を得た科目

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

24

8

16

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

24

8

16



歯科麻酔学 1講座

（主科目）

歯科麻酔学 講義・演習

歯科麻酔学 実 習

（副科目）

歯科薬理学 講 義 4

口腔生理学 講 義 4

口腔外科学 講 義 * * 4

小児歯科学 講 義 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

口腔解剖学 講 義 * * 2

口腔生化学 講 義 2

歯科放射線学 講 義 2

歯科病態内科学 講 義 2

その他許可を得た科目

歯科病態内科学 1講座

（主科目）

歯科病態内科学 講義・演習

歯科病態内科学 実 習

（副科目）

口腔生化学 講 義 4

歯科薬理学 講 義 4

歯科保存学 講 義 * * 4

口腔衛生学 講 義 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

口腔生理学 講 義 2

口腔微生物学 講 義 2

歯科放射線学 講 義 2

口腔外科学 講 義 * * 2

その他許可を得た科目

16

24

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

24

8

16

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

8



歯科病態関連外科学 1講座

（主科目）

歯科病態関連外科学 講義・演習

歯科病態関連外科学 実 習

（副科目）

口腔解剖学 講 義 * * 4

歯科保存学 講 義 * * 4

口腔外科学 講 義 * * 4

その他許可を得た科目

（選択科目）

歯科放射線学 2

口腔生理学 2

口腔生化学 2

歯科病態内科学 2

その他許可を得た科目

16

＊＊但し、各主科目の内１科目
のみ修得する。

24

8



別表9

　薬学研究科医療薬学専攻博士課程

単 位 数 備 考

修了要件

専門科目

特別研究

特別演習

区 分 授 業 科 目

講 義 2

医
療
機
能
薬
学
分
野

専
門
科
目

医療分子薬学特論Ⅲ

医療分子薬学特論Ⅳ

医
療
分
子
薬
学
分
野

講 義

医療分子薬学特論Ⅰ

医療分子薬学特論Ⅱ

講 義

医療機能薬学特論Ⅱ

医療機能薬学特論Ⅲ

医療機能薬学特論Ⅳ

8専門科目から5科目以上を選択
して、10単位以上を修得

講 義 2

講 義 2

専門科目の特別研究12単位を修
得

医療機能薬学特論Ⅰ

2

特
別

研
究

演 習 8特
別
演
習 演 習 8

薬学特別研究

医療分子薬学特別演習

医療機能薬学特別演習

専門科目の属する分野の特別演
習8単位を修得

以上、計30単位以上を修得し、か
つ最終試験及び博士論文の審査
に合格すること

研究指導 12

講 義 2

2

講 義 2

講 義 2



別表10

研 究 科 名 専　攻　名 教　員　免　許　状　の　種　類 免　許　教　科

中学校教諭専修免許状 社 会

高等学校教諭専修免許状 地 理 歴 史

中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

中学校教諭専修免許状

高等学校教諭専修免許状

中学校教諭専修免許状 保健体育・保健

高等学校教諭専修免許状 保健体育・保健

養護教諭専修免許状

栄養教諭専修免許状

経営学研究科 経営学専攻 高等学校教諭専修免許状 商 業

経済学研究科 経済学専攻 高等学校教諭専修免許状 公 民

中学校教諭専修免許状 社 会

高等学校教諭専修免許状 公 民

中学校教諭専修免許状 社 会

高等学校教諭専修免許状 公 民
総合政策研究科 総合政策専攻

英 語

国 語

文学研究科

法学研究科 法律学専攻

心身科学研究科 健康科学専攻

歴史学専攻

英語圏文化専攻

日本文化専攻
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